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各国及び日本の産前産後休業の制度の状況  

ILO条約（第18  イギリス   ドイツ   フランス   EU   日本   

3号）  

休業期間  14週間（産後6週  26週間（出産予定  産前6週間、産後8  産前6週間、産後1  14週間   産前6週間、産笹8  

間を含む）   日の6週間前から取  0週間  週間  

得可能）   第3子以降の場合は  

産前12週間、産後  

22週間  

うち強制．休  産後2週間．   産後8週間   産前2週間、産後6  産後6週間   

業   週間   

多胎妊娠の場  産前6週間、産後1  双胎の場合は産前1  産前14週間、産後   
A ⊂コ  2週間   2週間、産後22週  8週間   

間  

3つ子以上の場合は  

産前24週間、産後  

22週間  

備考．  妊娠、・出産に起因す  上記の休業をした者  早産の場合、産後休  妊娠、出産に起因す  事業主は、保健指導  
る病気等の場合、休  で、勤続1年以上の  業期間が延長される  る病気の場合、医師  ・健康診査に基づく  

業の権利を保障   労働者は、上記の休  の指示により、産前  指導事項を守ること  
業の終了日から26  2週間、産後4週間  ができるようにする  
週間の追加の休業が  を限度に延長が可能  ために、休業等の必  
可能  

要な措置を蓋昔ずる義  

務  

Jl  



妊産婦等に係る就業制限業務の範囲   

（表1）  
×・‥女性を就かせてはならない業務  

△…女性ガ申し出た場合就かせてはならない業務  
0…女性を就かせてもさしつかえない業務  

就業制限の内容  就業制服の内容  

女性労働基準規則築2条籍1頂  女性労働基準規則案2条篤1項  
妊婦  産婦  その の女性  

その他  
妊婦  産婦   の女性   

1号 重量物を取り扱う業務   
×  ×  ×   

12号 岩石又は鉱卑勿の破砕機又は粉  ×  △  仁）   
（表2参照）  砕磯に材料を送給する業務   

2号 ボイラーの取扱いの業務   ×  △  ll  13号土砂ガ崩壊するおそれのある  

3号 ボイラーの溶接の業務   ×  △  0   場所又は深さガ5メートル以上の  

4号つり上荷重ガ5トン以上のワ  
地穴における業務   

レーン、デリ、ソワ又は制限荷重ガ  ×  △  （∵・  14号 高さガ5メートル以上の場所   

5トン以上の揚貰装置の運転の業  ‘×  （「  ′‾ヽ       で、墜落により労働者ガ危害を受   

務  けるおそれのあるとこうにおける  

5号運転中の原動機又は原動機か  
業務  

回  15号 足場の組立て、解体又は変更   

除、結油、検査、修理又はベルト  ×  △  ／‾ヽ t＿ノ       の業務（地上又は床上における補   

の掛換えの業務  助作業の業務を除く。）   

6号 クレーン、デリツワ又は揚貰   16号 胸高直径ガ35センチメートル   
以上の立木の伐採の業務  

不  △  C－   
×  △  ○           装置の玉掛けの業務（2人以上の  

壱によって行う玉掛けの業務にお  17号 機械集材装置、運材索道等を  ×  △  ○   
ける補助作業の業務を除く。）  用いて行う不材の搬出の業務   

7号 動力により駆動される土木建   18号 組、水銀、クロム、批素、巽   

×  △  0  りん、弗素、塩素、シアン化水素、   
転の業務  ×  ×  ×   

8号 直径ガ25センチメートル以上   書物のガス、蒸気又は粉じんを発  

の丸のこ盤（横切用丸のこ盤及び  敬する場所における業務  

自動送り装置を膏する丸のこ盤を  19号 多量の高熱物体を取り扱う業  ×  △  0   
×  △  ○                       除く。）又はのこ車の直径ガ75セン  務  
チメートル以上の帯のこ盤（自動  20号 著しく暑熱な場所における業  ×  △  ○   
送り装置を青する帯のこ盤を除く。）  務  
に木材を送給する業務  

21号多量の低温物体を取り扱う業 務  ×  △  （⊃  9曹操重湯の構内における軌道車 両の入換え 
、連結又は解放の業務   22号著しく寒冷な場所における業   ×   

10号蒸気又は圧給空気により駆動  務  
△  （⊃  

されるプレス機械又は鍛造機槻を  

用いて行う金属加エの業務   
（つ      23号 異常気圧下における業務   ×  △  0  

11号動力により駆動されるプレス  
24号さく岩槻、鋲打機等身体に署  

しい振動を与える機械器具を用い  
機械、シヤー等を用いて行う厚さ  

か8ミリメートル以上の鋼板加工  
×  △  ⊂1   て行う業務   

の業務  

（表2）  

下の表の左欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ石憫に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務  

年  齢   
重量（単位：．k8）  

継続作業   

渾16歳未満   

満16歳以上満18歳未満   断続作業      ．12  団    国  田   
満18歳以上   団  田  



各国及び日本の危険有害業務に係る規制の状況  

ILO条約（第18  イギリス   ドイツ   フランス   EU   日本  

3号）  

妊産婦リスク評価  妊産婦一律就業禁止  女性一般一律就業禁  妊産婦リスク評価＋  女性一般一律就業禁  

タイプ   止タイプ   就業強制禁止タイプ  止タイプ   

危険有害業務   妊産婦について、母  母性に関するリスク  妊産婦について、過  女性一般について、  妊産婦について、リ  女性一般について、   
一般  又は子の健康に有害  評価を行い、これが  酷な肉体労働等一定  体力の限界を超える  スクがあると考えら  妊娠、出産に係る機  

な業務に就くことを  明らかになった場  の業務の就業を禁止  等の一定の業務の就  れる業務について、  能に有害である一定  
強制されないことを  合、リスクを回避す  業を禁止   評価を行い、これが  の業務の就業を禁止  

保障   るために必要な措置  （さらに妊産婦につ  明らかになった場合  （さらに妊産婦につ  
を講じる  いて一定の就業制限  

あり）   を講じる   あ 

重量物   （勧告において、重  妊産婦について、一  女性一般について、  女性一般について、  

量物取扱い業務を妊  定重量以上の重量物  一定重量以上の重量  一定重量以上の重量  
産婦に有害な業務の  を取り扱う業務の就  物を取扱い業務の就  物を取り扱う業務の  
一つとして挙げてい  業を禁止   業を禁止  就業を禁止  

る）  （取扱いの形態によ  継続作業20キロ  

り、制限重量は異な  断続作業30キロ  
る）  

有害物質   （勧告において、有  妊産婦について、鉛  女性一般について、  妊産婦について、鉛  女性一般について、  

書な化学的因子にさ  等にさらされる業務  一定の有害物質にさ  等にさらされる業務  一定の有害物質‘が発  

らされる業務を妊産  の就業を禁止   らされる業務の就業  に就くことを強制さ  散する場所での就業  

婦に有害な業務の－  を禁止   れない   を禁止  
つとして挙げてい  

る）  
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危険有害業務への就労実態について  

1女性の活躍を推進する上での問題点別企業軍恰（複数回答）  
（単位‥％）  

A 包   的女   要家   識一  で会顧  が僚中  を時  るの女  制有重  方女   そ   特  

計   に性   が庭   が般  あー客  不の間  さ問   整性  上害量  法性   の   に  

短の   あ責   低的  る般や  十男管  せ外   備の  の業物  がの   他   な  

い勤   る任   いに   の取  分性理  に労   にた  制務の  わ活  し  

続   を   女   理引  での職  く働   コめ  約に取  か羅  

年   考   性   解先  あ認の  スの  がつ扱  らを  

数   慮   は   がを  る識男   深   ト就  あいい  な推  
が   す   職   不含   性   夜   が業  るてや  い進  

平   る   業   十め   理や   か環   、危   す  

均   必   分社   解同   働   か境   法険   る   

産業・規模計   1o   43．4   48．7   20．8   10．9   10．0   35．5   4．1   14．1   2．4   5．2   16．4  

鉱業   100   46．4   60．1   21．5   3．3   4．8   34．3   8．4   35．2   3．9   9．2   7．7   

建設業   100   39．4   50．9   27．1   12．7   5．6   35．1   4．0   21．6   6．1   4．3   9．7   

製造業   100   44．5   53．9   21．7   11．0   14．1   40．5   3．8   17．1   2．6   4．5   12．6   

電気・ガス・熱供給・水道業   100   38．2   43．7   24．5   12．3   12．1   43．2   12．3   17．6   1．5   5．2   14．9   

情報通信業   100   58．7   48．1   19．1   11．6   7．7   26．8   6．2   2．0   2．4   3．5   16．8   

運輸業   100   40．0   48．6   9．7   8．3   7．3   48．5   7．6   22．8   3，8   5．4   15．0   

卸売▼小売業   100   39．4   42．9   26．9   10．6   10．7   28．3   3．6   11．0   0．7   5．1   22．5   

金融・保険業   100   55．6   39，8   21．0   22．0   14．3   22．7   2．4   0．7   0，8   6．5   15．6   

不動産業   100   55．7   34，2   25．0   16．9   9．4   34．8   3，1   4．4   3．3   6．4   13．8   

飲食店、宿泊業   100   50．9   50．0   17．3   11．3   7．1   31．1   3．1   7．5   0．3   6．0   19．9   

医療、福祉   100   38．8   54．3   18．2   5．8   6．3   33．3   5．7   2．6   0．7   4．6   25．0   

教育、学習支援業   100   61．3   39．8   25．1   8．2   2．3   29，1   2．2   3，9  3．5   17．3   
サービス業   100   42，5   44．8   15．2   10．9   7．6   30．7   2．7   7．9   1．6   7．2   21．6   

（資料出所）厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成15年度）   



2 有害業務の種類別事業所割合  
（単位：％）  

有害業務の種類（複数回答）  

特定化学物  
事業所計  有害業務有  有害業務無  

鉛業務  粉じん作業  有梯溶剤業  務   質を製造し 又は取り扱  強烈な騒音 を発する場 所における  
う業務   業務   

を与える業  

総数   100．0   32．6   3．9   13，7   20．4   5．4   1．5   5．0   2．0   2．3   3．4   67．4   

（資料出所）厚生労働省「労働環境調査」（平成13年）  

3 有害業務の種類別従事労働者割合  
（単位：％）  

有害業務の種類（複数回答）  

有害業務に  
特定化学物  

有害業務に  
労働者計   従事してい  従事してい  

る  鉛業務  粉じん作業  有機溶剤業  務   質を製造し 又は取り扱  
り扱う業務   

ない  

う業務   
所における 業務   

総数   100．0   39．0   3．1   16．0   18，1   5．8   1．6   10．1   4．3   2．7   16．3   61．0   

男†  100．0   46．4   3．1   21．0   21．4   7．7   2．0   12．1   5．5   3．7   20．9   53．6   

女  ／βαβ   J且7   ヱ2   ヱ／   且β   αβ   αβ   反♂   J．β   α∫   4g   ♂αJ  

く．⊂〉  

（資料出所）厚生労働省ー労働環境調査」（平成13年）  

（注）「労働環境調査の調査対象」となる産業は、日本標準産業分類による鉱業、製造業、運掛通信業（道路貨物運送業に限る。）、サービ  
ス業（自動車整備業、機械・家具等修理業に限る。）及び建設業（ずい道建設工事、地下鉄新設工事に限る。）となっている。   



危険有害業務に係る業界ヒアリング概要   

業種  概  要   

ヒアリング日  

製造業  ・鉄鋼業の現場製造ラインには女性はほとんどいない（敬遠されている模様）。検査作業や工程管理（システム処理）に  
（鉄鋼業）  女性がいることは多少あり。なお、検査作業工程で重量物を持ち上げることがある。  

○重量物取扱業務  
（16．9．1）         ・重量物取扱業務に醸しては、最も早く機械化が進んでおり、今は人力で行う分野ではない（コスト面及び現実的にも  

困難）。部品をつくる場合等、出荷工程ではありうるが、いずれも重量は通常201曙前後。製品については、大半がト  
ン単位なので、人力で行うことはない。  

○有害物取扱業務  
・有害物取扱業務に関しても、機械化が進み、人が関わることは少なくなってきている。   

サービス業  ○鉄道輸送   
（運送業）  ・荷上げ・荷下ろしについては、フォークリフト（機械）作業、人力作業ともにある。  

・人力作業の荷物は1個当たり通常1kg程度。重くても30kg程度までの段ボールの積み込み等。  
（Ⅰ6．9．9）        ・現状では女性の就業はない。  

○集配  

・女性ドライバーによる配送あり。女性の応募も増えている。  
・1個当たりの小包の重量は通常30kg未満で、30kgを超えると（例：建材、ドラム缶等）荷上げ・荷下ろしは機械  
作業となる。  

・一人当たり1日の′J、包配送数は約100個。そのうち1件当たりの荷下ろし等の作業時間は2γ3分程度で、実際に  
小包を持っている時間はそれよりも短い。  

○引越  
・女性スタッフの従事は多い。  
・作業に関しては、目安としては一人当たり1回で運ぶ荷物の重量は30kg未満。  
○倉庫内作業  
・荷分け作業への女性スタッフの従事は多い。  
・作業に関しては、目安としては1回で運ぶ荷物の重量は30kg未満と推察。積み重ねた段ボールの移動は機械作業。  
・機械化を進めている。   

建設業  ・妊産婦等の就業制限とされている作業には、現実には女性全般が就いていない。  
○土木関係  

（16．8．13）        ・最近は機械作業が中心で、人力作業は減少。特殊業務のみ残っているが、継続的な重量作業は滅多にない。特殊業務  
としては石積作業があるが、持ち上げることはほとんどなく、並べる作業がほとんど。人力で持ち上げる石の重量は  
20～30kgといったところ。  

○建築関係  
・土木関係よりも人力作業は多いが＼継続的な重量作業はほとんど行わない。  
・重量物の移動は車輌や嘩械を使用するが、積み卸し－は人力で行っている。  



EUにおける母性保護（危険有害業務）について  

○ 根拠・・1992年の指令第85号（92／85／EEC）  
妊娠中の労働者及び出産直後又は授乳中の労働者の職場におけ  
る安全衛生の改善を促進するための対策導入に関する指令  

○ 保護のしくみ  

① 事業主は妊産婦等にリスクがあると考えられる業務についてリスク評  

価を行い、  
② リスクが明らかになった場合は、リスク回避の措置（※）をとる  

※ 労働環境の改善、労働時間の調整、配置転換、休業  
③ －定のリスクが明らかになった場合は、妊婦及び授乳中の労働者は当  

該業務に就くことを強制されない  

○ リスク評価に関するガイドライン  

① リスク評価の基準とするため、欧州委員会は妊産婦等に有害と考えら  
れる化学物質等の評価等についてのガイドラインを制定、加盟国はこれ  
を広く労使に周知することとされている。  

（a ガイドラインでは、妊産婦等に有害と考えられる要因（化学的要因、  
物理的要因、生物的要因、労働環境等）と対応するリスク回避のための  

※ 通常は妊産婦又は胎児にリスクを与えないレベルに設定されている。  
場合によっては、妊婦にはより低いレベルが設定されている場合もあ  
る。  
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有害物質の女性労働基準規則における規制と各種勧告値等との比較  

物質名   女性則上  EUの生殖毒性分類   

の規制値   
鉛   0・5叩／mユ  0．05川かnl’  0・】l－－ざ／】－－1   T；0．05川帥】ll（※）  

水銀   0．l川帥】1ユ  0・0251－一芸血J  0．025】11函11】（潔  

気）   

クロム   0．5川亡／mユ  0．5I叩／Iれユ   T：0．5Ⅰ¶巳／m）  

ヒ素   】ppm  （発がん物質と  

して管タた）   

譲りん   2ppln  0．lnlR／nl｝   T；0．】口1函11｝  

フッ素   3ppnl  一丁こ】DPm，S：2ppm  

塩素   】ppm  0．5pp111   0．5pp】¶，  
】．5ppnl   

シアン化水素  5pp】れ，  S；C4．7叩届  

（青酸）   5．5mR仙）  

アニリン   7ppm  1ppm，  T；2ppm  
3．8nl如Ⅵ】  

塩酸   10pp】¶  5ppITl，  S；C2ppm  
7．5mR／m】  

硝酸   40ppm  2ppnl，  T；2pp】n．S；4ppIn  
5．2mがnl】  

亜硫酸  10ppnl  T；2ppnl，S；5p叩l  

（二酸化硫黄）  

硫酸   5000】ng／  1n鳩′m）   T；（1n相加り、S；（3m〆nlり  

】 nl  

一酸化炭素  100pp】¶  50ppm，  カテゴリー1  

57mg血ユ   （胎児に有害であるおそれがある）   

二硫化炭素   20ppm  】Opf‖¶   】Opp】1－，  カテゴリー3  

31n－g′m】   （受胎能力を害するリスクの可能性、  
胎児に有害であるリスクの可能性）   

ベンゼン   100ppm  lppnl  Tニ0．5pprn．S：2．5ppm  

りん化水素  0．3pp】11   T；0．3Dpm．S；1ppm  

臭素  0・】ppnl，  

0．65m如11】   

フッ化水素  2pp111   3ppm，  S；C3ppm  
2．5JnR血1’  

硫化水素  5ppnl   5ppm，7mg／m】  T；（】Oppm），S；（15ppm）  

アンモニア  25ppm，  
17mE／m⊃   

ホルムアルデ  0．5ppm，  
ヒド  0．61nlR血l】   
エーテル  400pp】¶  

（エチルユうル）   

酢酸アミル  】00f〉pJn  T；50ppm，S；】00ppnl  

四塩化エタン  】pp‖1   】ppm，  T；】ppm  

（1，1，2，2－テト  6．9叩扉  

ラクロロユタ  

ン）  

テレビン油  50pp】11，  

280111R／m】   

炭酸ガス   高濃度  5000ppれ1，  
9000】11R／ml   

（注1）ACGIHの勧告値について、  
①T；TW＾（8時間の時間加重平均）、S；STEL（短時間ばくろ限度）、C（上限値）  
② ※はTLV勧告値の設定に当たって、 生殖毒性が考慮されているもの  

③（）の数値は変更提案中のもの  
（注2）EUの生殖毒性分輝について、カテゴリー1、2、3は次のとおり  

①カテゴリーユ：人に対して生殖毒性があることが知られている物質（ある物質の人へのばく露と生殖障害の発生の因果関係を  

確立するに十分は証拠を有する。主に疫学的なデータによって判断される。）  
②カテゴリー2：人に対して生殖覆性があるようにみなされるべき物質（適切な長期の動物での調査、その他の関連情郁により、  

ある物質の人へのばく絃が生殖障害を発生させるおそれがあるという強い推定を与えるための十分な証拠があ  

る。）  
③カテゴリー3：生殖l寒害作用を及ぼす可能性があるため、人に対して懸念を引き起こすが、利用可能な情報では、これについ  

て評価が適切に行えない物質（適切な拗物での調査から、有る程度の証拠はあるが、カテゴリー2に含めるには  

不十分である。）   



（参考）女性労働基準規則では明示的に規制されていないが各種勧告で生殖毒性があるとされている物質  

物質名   ∧CGl＝勧告催  EUの生殖売性分翔   備考   
アクリル酸   ’r：加p】】1（※）  

アミトロール（3一アミノー】．2．4－  T；0．2n】函l】1（※）  カテゴリー3  

トリアゾール）  （胎児に有事であるリスクの可惟性）   

トアミルメチルエーテル   Tニ20pplll（※）  

一酸化二塁兼   T；50pp111（※）  

エチル●l－プチルエーテル   T：51叩nl（※）  

エチレンオキシド   T：】ppn】（※）  

エチレングリコールモノエチル  T；5ppm（※）  カテゴリー2  

エーテ／レ  （受胎能力を客するおそれがある、胎児に有害  
であるおそれがある）   

エチレングリコールモノメチル  ′r；5pp汀I（※）  カテゴリー2  

エーテル  （受胎能力を審するおそれがある、胎児に有事  
であるおそれがある）   

2＿エトキシエチルアセクート  T；5ppn】（※）  カテゴリー2  

（受胎能力を害するおそれがある、胎児に有害  
であるおそれがある）  

塩化メチル   T  50ppnl、S；1001）PI11（※）  
カルバリル   T  5mR血1｝（※）  

β一クロロブレン   T  10ppm （※）  

2－クロロー】－プロパノール   T  】ppm （※）  

2＿クロロブロビオン酸   T  0．1ppm（※）  

クロロホルム   T  】Oppれl（※）  

】，3・ジオキソラン   T；20ppm （※）  

ジグリシジルエーテル   T：0．1ppm （※）  

2，4－ジニトロトルエン   T；0．2mg血’ （※）  カテゴリー3  

（受胎能力を害するリスクの可能性）  

N，N－ジメチルアセトアミド   T；】Oppm（※）  カテゴリー2  

（胎児に有害であるおそれがある）  

ハロタン   T  50ppm （※）  

ビニルシクロヘキセンジオキシ  

ド   
フユニルホスフィン   C；0．05ppm （※）  

フクル酸ジブチル   T；511鳩／m’（※）  カテゴリー2  

（胎児に有害であるおそれがある）  

カテゴリー3  

（受胎能力を害するリスクの可能性）  

トブタンチオール   T：0．5pDnl（詳）  
l，2－ジプロモーコークロロブロバ  カテゴリー1  

ン  （受胎能力を害するおそれがある）   

2＿プロモプロパン  カテゴリー1  

（受胎能力を害するおそれがある）  

ヘキサフルオロアセトン   T；0．1ppm （※）  

トへキセン   T；50pplll（※）  

べノミル   T；】On鳩／m’（※）  カテゴリー2  

（受胎能力を害するおそれがある、胎児に有事  
であるおそれがある）  

マンガン   T；0．21れg血’（Mnとして）  
（※）  

メチルーt－プチルエーテル   T  50ppnl （※）  

2＿メトキシュチルアセタート  T；5ppれ1（※）  カテゴリー2  

（受胎能力を奪するおそれがある、胎児に有事  
であるおそれがある）  

ワルファリン〔り   T；0．】n－〆川’  カテゴリー1  

（胎児に有害であるおそれがある）  

アルキル鉛  カテゴリー1  

（胎児に有事であるおそれがある）  ○   
カテゴリー3  

（受胎能力を審するリスクの可能性）  

アジ化鉛  カテゴリー1  

（胎児に有害であるおそれがある）  ○   
カテゴリー3  

（受胎能力を害するリスクの可能性）  

クロム酸鉛   T；0．05川か】1ユ（Pbとして）、  カテゴリー1   

0．0】211】帥】l’（Crとして）  （胎児に有事であるおそれがある）  ○  
（※）  

カテゴリー3  

（受胎能力を零するリスクの可碓性）   

酢酸鉛  カテゴリーユ  



（胎児に有害であるおそれがある）  ○   
カテゴリー3  

（受胎能力を害するリスクの可f捌・生）  

りん酔鉛  カテゴリー1  
⊂）   

（胎児に有害であるおそれがある）  
塩基性酢酸鉛  カテゴリー1  

（胎児に有書であるおそれがある）  ○   
カテゴリー3  

（受胎能力を害するリスクの可能性）  

メタンスルホン棺鉛  カテゴリー1  

（胎児に有害であるおそれがある）  ○   
カテゴリー3  
（受胎能力を害するリスクの可能性）  

黄鉛（ヒユタナルトイエロー34）  カテゴリー1  

（胎児に有害であるおそれがある）  ○   
カテゴリー3  

（受胎能力を害するリスクの可古訓生）  

硫酸モリブデン酸クロム酸鉛  カテゴリー1   

（クロムバーミリオン）  （胎児に有害であるおそれがある）  C〉  

カテゴリー3  

（受胎能力を害するリスクの可能性）   

ヒ酸鉛   T；0・－5汀唱／m】   カテゴリー1  

（胎児に有害であるおそれがある）  ○   
カテゴリー3  

（受胎能力を害するリスクの可能性）  
2，4，6－トリニトロレゾルシン酸  カテゴリー1   

鉛（トリシネート）  （胎児に有害であるおそれがある）  （⊃  

カテゴリー3  

（受胎能力を害するリスクの可能性）   
ヘキサフルオロけい酸鉛  カテゴリー1  

（胎児に有害であるおそれがある）  ○   
カテゴリー3  

（受胎能力を害するリスクの可能性）  

その他鉛化合物  カテゴリー1  

（胎児に有害であるおそれがある）  ○   
カテゴリー3  

（受胎能力を害するリスクの可能性）  

（注1）ACGIHの勧告値について、  
①T；TW＾（8時間の時間加重平均）、S；STEL（短時間ばくろ限度）、C（上限値）  
② ※はTLV勧告値の設定に当たって、生殖毒性が考慮されているもの  

③（）の数値は変更提案中のもの  
（注2）EUの生殖毒性分類について、カテゴリー1、2、3は次のとおり  

①カテゴリー1：人に対して生殖毒性があることが知られている物質（ある物質の人へのばく露と生殖障害の発生の因果関係を  

確立するに十分は証拠を有する。主に疫学的なデータによって判断される。）  

②カテゴリー2：人に対して生殖毒性があるようにみなされるべき物質（適切な長期の動物での調査、その他の関連情掛こより、  

ある物質の人へのばく露が生殖障害を発生させるおそれがあるという強い推定を与えるための十分な証拠があ  
る。）  

③カテゴリー3：生殖障害作用を及ぼす可能性があるため、人に対して懸念を引き起こすが、利用可能な情報では、これについ  
て評価が適切に行えない物質（適切な動物での調査から、有る程度の証拠はあるが、カテゴリー2に含めるには  

不十分である。）  
（注3）備考欄○は女性労働基準規則で明示はされていないが、規制している鉛化合物に当たるもの   



国連勧告に基づく化学物質の危険有害性の程度等の分矧こついて  

1 平成15年に、人の健康の確保、化学品の国際取引を促進すること等を目  

的に、化学物質の危険有害性を、引火性、発がん性、生殖毒性等の約30項目  

に分け、それぞれの危険有害性ごとに、その程度奪を分療（区分け）し、危険  

有害性の程度等に応じてドクロマーク等の絵表示を付すこと、一定の手順によ  

り化学物質の危険有害性等の詳細を記した文書（MSDS）を作成すること等を内  

容とする「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（The Globally H  

annonizedSystemofClassincationalldLabellingofChemicals）」が、国際連合から  

勧告（GHS国連勧告）として公表され、APEC域内においては、平成18  

年未までの実施が求められている。  

2 GHS国連勧告に基づく化学物質の危険有害性の程度等の分類（区分け）  

作業は、一定の基準に基づき、個々の化学物質の試験結果、文献等から、当該  

物質の危険有害性の程度等を分類（区分け）することから専門的な知識が必要  

である。  

3 これらを踏まえて、厚生労働省は、表示・MSDSが必要な化学物質につい  

て、関係省庁と連携の上、専門家を活用し、発がん性、生殖毒性等の危険有害  

性の程度等の分類等を行い、その結果を公表することとしている。  

（参考）危険有害性の程度等の分類（区分け）の基準の概要（生殖毒性の場合）   

区分1A：人に対して生殖機能又は生殖能力あるいは発生に悪影響を及ぼ  

すことが知られている物質   

区分1B：人に対して生殖機能又は生殖能力あるいは発生に悪影響を及ぼ  

すと考えられる物質   

区分2：人に対して生殖毒性又は発生毒性が疑われる物質  

＿1⊂＿   




